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東京都板橋区国民健康保険条例改正概要（案） 

 

１ 改正理由 
令和７年度における板橋区国民健康保険事業を適正に運営するため、国民健康保険

料率等を改定する。 

２ 改正の経緯 
国民健康保険料については、基礎賦課額保険料、後期高齢者支援金等賦課額保険料、

介護納付金賦課額保険料を徴収している。基礎賦課額保険料及び後期高齢者支援金等

賦課額保険料の料率については、特別区の統一保険料率により賦課を行ってきた。 

都道府県が区市町村とともに国民健康保険の保険者となり、納付金制度等が導入さ

れた平成 30 年度の国保制度改革への対応方針について、特別区長会では「将来的な

方向性（都内保険料水準の統一、医療費の適正化、収納率の向上、法定外繰入の解消

又は縮減）に沿って段階的に移行すべく 23 区統一で対応する。ただし、この水準を

参考に各区独自に対応することも可」とすることとし、引き続き統一保険料方式を維

持することを確認した。 

板橋区では、特別区という狭い地域内で同じ世帯構成、同じ所得ならば、隣接する

区と同じ保険料とすることが区民にとって理解しやすいことから、令和７年度の保険

料についても、23 区統一の基準保険料率を採用することとする。 

23 区統一の基準保険料率は、東京都が示す納付金等をもとに賦課総額を設定して 

算定している。制度改革による納付金制度導入に伴う保険料負担急増を回避するため、

国の激変緩和措置期間（６年間）に合わせ、改革初年度の平成 30 年度は納付金全額

でなく 94％を賦課総額に組み入れ、原則年１％ずつ引き上げていくこととした。 

しかし、新型コロナウイルス感染症拡大等の特殊な要因があり、下表のとおり被保

険者の負担を軽減するため、納付金組入率を据え置く等の対応を行ったことから、計

画通り進まず、令和６年２月の区長会総会において、当初の計画から遅れた２年分を

延長し、令和８年度の達成をめざすこととした。 
単位（％） 

年度 

 
H30 

H31 
(R1) 

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 

計画 94 95 96 97 98 99 100 － － 

見直後 94 95 96 96 97.3 97.3 98 99 100 

なお、令和４年度から令和６年度までの基礎賦課額保険料の納付金組入率は、更な

る負担抑制のため追加で一般財源を投入し、令和４年度は 92.3％、令和５年度は

90.3％、令和６年度は 93.5％とした。 

令和７年度の基礎賦課額、後期高齢者支援金等賦課額及び介護納付金賦課額の保険

料については、昨年決定した見直し後の計画通り納付金組入率を 99％とし、それぞれ

保険料に反映させた。 
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３ 改正の内容 

⑴ 基礎賦課額保険料（第 15 条の４、第 15 条の８、第 19 条の２、第 19 条の４関

係） 

区     分 
令和７年度

Ａ 

令和６年度

Ｂ 

差引増減 
（Ａ－Ｂ＝Ｃ） 

増加率 

（Ｃ／Ｂ） 

被保険者数 104,513 人 103,418 人 1,095 人 1.1％ 

賦課割合 

（所得割：均等割） 
55：45 56：44 ― ― 

料率 
所得割 7.71／100 8.69／100 △0.98／100 △11.3％ 

均等割 47,300 円 49,100 円 △1,800 円 △3.7％ 

低所得者の均等割額

の減ずる額 

７割減額 33,110 円 34,370 円 △1,260 円 △3.7％ 

５割減額 23,650 円 24,550 円 △900 円 △3.7％ 

２割減額 9,460 円 9,820 円 △360 円 △3.7％ 

未就学児の均等割額 

（減額後） 

７割減額世帯 7,095 円 7,365 円 △270 円 △3.7％ 

５割減額世帯 11,825 円 12,275 円 △450 円 △3.7％ 

２割減額世帯 18,920 円 19,640 円 △720 円 △3.7％ 

7・5・2 割 

減額以外世帯 
23,650 円 24,550 円 △900 円 △3.7％ 

賦課限度額 660,000 円 650,000 円 10,000 円 1.5％ 

 

⑵ 後期高齢者支援金等賦課額保険料（第 15 条の 12、第 15 条の 16、第 19 条の

２、第 19 条の４関係） 

区     分 
令和７年度

Ａ 

令和６年度

Ｂ 

差引増減 
（Ａ－Ｂ＝Ｃ） 

増加率 
（Ｃ／Ｂ） 

被保険者数 104,513 人 103,418 人 1,095 人 1.1％ 

賦課割合 

（所得割：均等割） 
55：45 56：44 ― ― 

料率 
所得割 2.69／100 2.80／100 △0.11／100 △3.9％ 

均等割 16,800 円   16,500 円 300 円 1.8％ 

低所得者の均等割額

の減ずる額 

７割減額 11,760 円 11,550 円 210 円 1.8％ 

５割減額 8,400 円 8,250 円 150 円 1.8％ 

２割減額 3,360 円 3,300 円 60 円 1.8％ 

未就学児の均等割額 

（減額後） 

７割減額世帯 2,520 円  2,475 円 45 円 1.8％ 

５割減額世帯 4,200 円 4,125 円 75 円 1.8％ 

２割減額世帯 6,720 円 6,600 円 120 円 1.8％ 

7・5・2 割 

減額以外世帯 
8,400 円 8,250 円 150 円 1.8％ 

賦課限度額 260,000 円 240,000 円 20,000 円 8.3％ 
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⑶ 介護納付金賦課額保険料（第 16 条の４、第 19 条の２関係） 

区    分 
令和７年度 

Ａ 

令和６年度 

Ｂ 

差引増減 
（Ａ－Ｂ＝Ｃ） 

増加率 
（Ｃ／Ｂ） 

第２号被保険者数 34,961 人 35,342 人 △381 人 △1.1％ 

賦課割合 

（所得割：均等割） 
55：45 55：45 ― ― 

賦課総額 1,293,959 千円 1,296,669 千円 △2,710 千円 △0.2％ 

料率 
所得割 2.22／100 2.28／100 △0.06／100 △2.6％ 

均等割 16,600 円 16,500 円 100 円 0.6％ 

低所得者の

均等割額の

減ずる額 

７割減額 11,620 円 11,550 円 70 円 0.6％ 

５割減額 8,300 円 8,250 円 50 円 0.6％ 

２割減額 3,320 円 3,300 円 20 円 0.6％ 

賦課限度額 170,000 円 170,000 円 ― ― 

 

⑷ ５割減額及び２割減額の所得判定基準額（第 19 条の２関係） 

⑴～⑶の５割減額及び２割減額の対象となる所得判定基準額を国民健康保

険法施行令の一部を改正する政令により、次のように改定する。 

区分 令和７年度 令和６年度 

５割 

減額 

43 万円＋(国保加入者数×30.5 万円) 

＋(給与所得者等の数－１)×10 万円 

43 万円＋(国保加入者数×29.5 万円) 

＋(給与所得者等の数－１)×10 万円 

２割 

減額 

43 万円＋(国保加入者数×56 万円) 

＋(給与所得者等の数－１)×10 万円 

43 万円＋(国保加入者数×54.5 万円) 

＋(給与所得者等の数－１)×10 万円 

 

４ 施行期日等 

⑴ 施行期日 

令和７年４月１日 

 

⑵ 経過措置 

改正後の第 15 条の４、第 15 条の８、第 15 条の 12、第 15 条の 16、第 16 条の

４、第 19 条の２及び第 19 条の４の規定は、令和７年度以後の年度分の保険料に

ついて適用し、令和６年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例によ

る。 
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。
 

第
1
5
条
の
1
6
 
第
1
5
条
の
1
0
の
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
賦
課
額
は
、
2
4
万
円
を
超
え
る
こ

と
が
で
き
な
い
。
 

第
1
6
条
～
第
1
6
条
の
３
 
略
 

第
1
6
条
～
第
1
6
条
の
３
 
略
 

（
介
護
納
付
金
賦
課
額
の
保
険
料
率
）
 

（
介
護
納
付
金
賦
課
額
の
保
険
料
率
）
 

第
1
6
条

の
４

 
介

護
納

付
金

賦
課

被
保

険
者

に
係

る
介

護
納

付
金

賦
課

額
の

保
険

料
率

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

第
1
6
条

の
４

 
介

護
納

付
金

賦
課

被
保

険
者

に
係

る
介

護
納

付
金

賦
課

額
の

保
険

料
率

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

(
１
)
 
所
得
割
 
1
0
0
分
の
2
.
2
2
（
介
護
納
付
金
賦
課
総
額
の
1
0
0
分
の
5
5
に
相
当
す
る

額
を
介
護
納
付
金
賦
課
被
保
険
者
に
係
る
賦
課
期
日
の
属
す
る
年
の
前
年
の
所
得
に

係
る
基
礎
控
除
後
の
総
所
得
金
額
等
の
見
込
額
（
法
施
行
令
第
2
9
条
の
７
第
４
項
第

４
号
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
省
令
第
3
2
条
の
1
0
に
規
定
す
る
方

法
に
よ
り
補
正
さ
れ
た
後
の
金
額
）
の
総
額
で
除
し
て
得
た
数
）
 

(
１
)
 
所
得
割
 
1
0
0
分
の
2
.
2
8
（
介
護
納
付
金
賦
課
総
額
の
1
0
0
分
の
5
5
に
相
当
す
る

額
を
介
護
納
付
金
賦
課
被
保
険
者
に
係
る
賦
課
期
日
の
属
す
る
年
の
前
年
の
所
得
に

係
る
基
礎
控
除
後
の
総
所
得
金
額
等
の
見
込
額
（
法
施
行
令
第
2
9
条
の
７
第
４
項
第

４
号
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
省
令
第
3
2
条
の
1
0
に
規
定
す
る
方

法
に
よ
り
補
正
さ
れ
た
後
の
金
額
）
の
総
額
で
除
し
て
得
た
数
）
 

(
２
)
 
被
保
険
者
均
等
割
 
被
保
険
者
１
人
に
つ
き
１
万
6
,
6
0
0
円
（
介
護
納
付
金
賦
課

総
額

の
1
0
0
分

の
4
5
に

相
当

す
る

額
を

当
該

年
度

の
前

年
度

及
び

そ
の

直
前

の
２

か

年
度
の
各
年
度
に
お
け
る
介
護
納
付
金
賦
課
被
保
険
者
の
数
等
を
勘
案
し
て
算
定
し

た
数
で
除
し
て
得
た
額
）
 

(
２
)
 
被
保
険
者
均
等
割
 
被
保
険
者
１
人
に
つ
き
１
万
6
,
5
0
0
円
（
介
護
納
付
金
賦
課

総
額

の
1
0
0
分

の
4
5
に

相
当

す
る

額
を

当
該

年
度

の
前

年
度

及
び

そ
の

直
前

の
２

か

年
度
の
各
年
度
に
お
け
る
介
護
納
付
金
賦
課
被
保
険
者
の
数
等
を
勘
案
し
て
算
定
し

た
数
で
除
し
て
得
た
額
）
 

第
1
6
条
の
５
～
第
19
条
 
略
 
 

第
1
6
条
の
５
～
第
19
条
 
略
 

（
低
所
得
者
の
保
険
料
の
減
額
）
 

（
低
所
得
者
の
保
険
料
の
減
額
）
 

第
1
9
条
の
２
 
次
の
各
号
に
該
当
す
る
納
付
義
務
者
に
対
し
て
課
す
る
保
険
料
の
額
は
、

第
1
4
条
の
４
の
基
礎
賦
課
額
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
の
ア
に
定
め
る
額
を
減
額
し

て
得
た
額
（
当
該
減
額
し
て
得
た
額
が
6
6
万
円
を
超
え
る
場
合
に
は
、
6
6
万
円
）
及
び

第
1
5
条
の
1
0
の
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
賦
課
額
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
の
イ
に
定

め
る
額
を
減
額
し
て
得
た
額
（
当
該
減
額
し
て
得
た
額
が
26
万
円
を
超
え
る
場
合
に
は
、

2
6
万
円
）
並
び
に
第
1
6
条
の
２
の
介
護
納
付
金
賦
課
額
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
の

第
1
9
条
の
２
 
次
の
各
号
に
該
当
す
る
納
付
義
務
者
に
対
し
て
課
す
る
保
険
料
の
額
は
、

第
1
4
条
の
４
の
基
礎
賦
課
額
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
の
ア
に
定
め
る
額
を
減
額
し

て
得
た
額
（
当
該
減
額
し
て
得
た
額
が
6
5
万
円
を
超
え
る
場
合
に
は
、
6
5
万
円
）
及
び

第
1
5
条
の
1
0
の
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
賦
課
額
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
の
イ
に
定

め
る
額
を
減
額
し
て
得
た
額
（
当
該
減
額
し
て
得
た
額
が
24
万
円
を
超
え
る
場
合
に
は
、

2
4
万
円
）
並
び
に
第
1
6
条
の
２
の
介
護
納
付
金
賦
課
額
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
の
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改
正
後
 

改
正
前
 

ウ
に
定
め
る
額
を
減
額
し
て
得
た
額
（
当
該
減
額
し
て
得
た
額
が
1
7
万
円
を
超
え
る
場

合
に
は
、
17
万
円
）
の
合
算
額
と
す
る
。
 

ウ
に
定
め
る
額
を
減
額
し
て
得
た
額
（
当
該
減
額
し
て
得
た
額
が
1
7
万
円
を
超
え
る
場

合
に
は
、
17
万
円
）
の
合
算
額
と
す
る
。
 

(
１
)
 
世
帯
主
、
当
該
年
度
の
保
険
料
賦
課
期
日
（
賦
課
期
日
後
に
保
険
料
の
納
付
義

務
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
発
生
し
た
日
と
す
る
。
）
現
在
に
お
い
て
そ
の
世

帯
に
属
す
る
被
保
険
者
及
び
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
（
法
第
６
条
第
８
号
に
該
当
し

た
こ
と
に
よ
り
被
保
険
者
の
資
格
を
喪
失
し
た
者
で
あ
つ
て
、
当
該
資
格
を
喪
失
し

た
日
の
前
日
以
後
継
続
し
て
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に

つ
き
算
定
し
た
地
方
税
法
第
3
1
4
条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
（
同
法
第

3
1
7
条
の
２
第
１
項
第
２
号
に
規
定
す
る
青
色
専
従
者
給
与
額
又
は
同
法
第
3
1
3
条
第

５
項
に
規
定
す
る
事
業
専
従
者
控
除
額
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
３
項
、
第
４
項
又
は

第
５
項
の
規
定
を
適
用
せ
ず
、
所
得
税
法
（
昭
和
4
0
年
法
律
第
3
3
号
）
第
5
7
条
第
１

項
、

第
３

項
又

は
第

４
項

の
規

定
の

例
に

よ
ら

な
い

も
の

と
し

、
地

方
税

法
第

31
4

条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
山
林
所
得
金
額
及
び
他
の
所
得
と
区
分
し
て
計
算
さ
れ

る
所
得
の
金
額
（
同
法
附
則
第
3
3
条
の
２
第
５
項
に
規
定
す
る
上
場
株
式
等
に
係
る

配
当
所
得
等
の
金
額
（
同
法
附
則
第
3
5
条
の
２
の
６
第
８
項
又
は
第
1
1
項
の
規
定
の

適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
適
用
後
の
金
額
）
、
同
法
附
則
第
3
3
条
の
３
第
５
項

に
規
定
す
る
土
地
等
に
係
る
事
業
所
得
等
の
金
額
、
同
法
附
則
第
3
4
条
第
４
項
に
規

定
す
る
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
、
同
法
附
則
第
3
5
条
第
５
項
に
規
定
す
る
短
期
譲
渡

所
得
の
金
額
、
同
法
附
則
第
3
5
条
の
２
第
５
項
に
規
定
す
る
一
般
株
式
等
に
係
る
譲

渡
所
得
等
の
金
額
（
同
法
附
則
第
3
5
条
の
３
第
1
5
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に

は
、
そ
の
適
用
後
の
金
額
）
、
同
法
附
則
第
3
5
条
の
２
の
２
第
５
項
に
規
定
す
る
上

場
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
（
同
法
附
則
第
3
5
条
の
２
の
６
第
1
1
項
又
は

第
3
5
条
の
３
第
1
3
項
若
し
く
は
第
1
5
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
適

用
後
の
金
額
）
、
同
法
附
則
第
3
5
条
の
４
第
４
項
に
規
定
す
る
先
物
取
引
に
係
る
雑

所
得
等
の
金
額
（
同
法
附
則
第
3
5
条
の
４
の
２
第
７
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合

に
は
、
そ
の
適
用
後
の
金
額
）
、
外
国
居
住
者
等
所
得
相
互
免
除
法
第
８
条
第
２
項

に
規
定
す
る
特
例
適
用
利
子
等
の
額
、
同
条
第
４
項
に
規
定
す
る
特
例
適
用
配
当
等

の
額
、
租
税
条
約
等
実
施
特
例
法
第
３
条
の
２
の
２
第
1
0
項
に
規
定
す
る
条
約
適
用

(
１
)
 
世
帯
主
、
当
該
年
度
の
保
険
料
賦
課
期
日
（
賦
課
期
日
後
に
保
険
料
の
納
付
義

務
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
発
生
し
た
日
と
す
る
。
）
現
在
に
お
い
て
そ
の
世

帯
に
属
す
る
被
保
険
者
及
び
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
（
法
第
６
条
第
８
号
に
該
当
し

た
こ
と
に
よ
り
被
保
険
者
の
資
格
を
喪
失
し
た
者
で
あ
つ
て
、
当
該
資
格
を
喪
失
し

た
日
の
前
日
以
後
継
続
し
て
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に

つ
き
算
定
し
た
地
方
税
法
第
3
1
4
条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
（
同
法
第

3
1
7
条
の
２
第
１
項
第
２
号
に
規
定
す
る
青
色
専
従
者
給
与
額
又
は
同
法
第
3
1
3
条
第

５
項
に
規
定
す
る
事
業
専
従
者
控
除
額
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
３
項
、
第
４
項
又
は

第
５
項
の
規
定
を
適
用
せ
ず
、
所
得
税
法
（
昭
和
4
0
年
法
律
第
3
3
号
）
第
5
7
条
第
１

項
、

第
３

項
又

は
第

４
項

の
規

定
の

例
に

よ
ら

な
い

も
の

と
し

、
地

方
税

法
第

31
4

条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
山
林
所
得
金
額
及
び
他
の
所
得
と
区
分
し
て
計
算
さ
れ

る
所
得
の
金
額
（
同
法
附
則
第
3
3
条
の
２
第
５
項
に
規
定
す
る
上
場
株
式
等
に
係
る

配
当
所
得
等
の
金
額
（
同
法
附
則
第
3
5
条
の
２
の
６
第
８
項
又
は
第
1
1
項
の
規
定
の

適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
適
用
後
の
金
額
）
、
同
法
附
則
第
3
3
条
の
３
第
５
項

に
規
定
す
る
土
地
等
に
係
る
事
業
所
得
等
の
金
額
、
同
法
附
則
第
3
4
条
第
４
項
に
規

定
す
る
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
、
同
法
附
則
第
3
5
条
第
５
項
に
規
定
す
る
短
期
譲
渡

所
得
の
金
額
、
同
法
附
則
第
3
5
条
の
２
第
５
項
に
規
定
す
る
一
般
株
式
等
に
係
る
譲

渡
所
得
等
の
金
額
（
同
法
附
則
第
3
5
条
の
３
第
1
5
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に

は
、
そ
の
適
用
後
の
金
額
）
、
同
法
附
則
第
3
5
条
の
２
の
２
第
５
項
に
規
定
す
る
上

場
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
（
同
法
附
則
第
3
5
条
の
２
の
６
第
1
1
項
又
は

第
3
5
条
の
３
第
1
3
項
若
し
く
は
第
1
5
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
適

用
後
の
金
額
）
、
同
法
附
則
第
3
5
条
の
４
第
４
項
に
規
定
す
る
先
物
取
引
に
係
る
雑

所
得
等
の
金
額
（
同
法
附
則
第
3
5
条
の
４
の
２
第
７
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合

に
は
、
そ
の
適
用
後
の
金
額
）
、
外
国
居
住
者
等
所
得
相
互
免
除
法
第
８
条
第
２
項

に
規
定
す
る
特
例
適
用
利
子
等
の
額
、
同
条
第
４
項
に
規
定
す
る
特
例
適
用
配
当
等

の
額
、
租
税
条
約
等
実
施
特
例
法
第
３
条
の
２
の
２
第
1
0
項
に
規
定
す
る
条
約
適
用
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改
正
後
 

改
正
前
 

利
子
等
の
額
及
び
同
条
第
1
2
項
に
規
定
す
る
条
約
適
用
配
当
等
の
額
を
い
う
。
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
算
定
に
つ
い
て
も
同
様
と
す
る
。
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
同
じ
。
）
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
他
の
所
得
と
区
分
し
て
計
算
さ
れ
る
所

得
の

金
額

の
合

算
額

が
、

地
方

税
法

第
31
4
条

の
２

第
２

項
第

１
号

に
定

め
る

金
額

（
世
帯
主
並
び
に
当
該
世
帯
主
の
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
及
び
特
定
同
一
世
帯
所

属
者
（
次
号
及
び
第
３
号
に
お
い
て
「
世
帯
主
等
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
給
与
所
得

を
有
す
る
者
（
前
年
中
に
同
条
第
１
項
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
に
係
る
所
得
税
法

第
2
8
条
第
１
項
に
規
定
す
る
給
与
所
得
に
つ
い
て
同
条
第
３
項
に
規
定
す
る
給
与
所

得
控
除
額
の
控
除
を
受
け
た
者
（
同
条
第
１
項
に
規
定
す
る
給
与
等
の
収
入
金
額
が

5
5
万
円
を
超
え
る
者
に
限
る
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
数

及
び
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
を
有
す
る
者
（
前
年
中
に
地
方
税
法
第
3
1
4
条
の
２
第

１
項
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
に
係
る
所
得
税
法
第
3
5
条
第
３
項
に
規
定
す
る
公
的

年
金
等
に
係
る
所
得
に
つ
い
て
同
条
第
４
項
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
控
除
額
の
控

除
を
受
け
た
者
（
年
齢
6
5
歳
未
満
の
者
に
あ
つ
て
は
当
該
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額

が
6
0
万
円
を
超
え
る
者
に
限
り
、
年
齢
6
5
歳
以
上
の
者
に
あ
つ
て
は
当
該
公
的
年
金

等
の
収
入
金
額
が
11
0
万
円
を
超
え
る
者
に
限
る
。
）
を
い
い
、
給
与
所
得
を
有
す
る

者
を
除
く
。
）
の
数
の
合
計
数
（
以
下
こ
の
号
、
次
号
及
び
第
３
号
に
お
い
て
「
給

与
所
得
者
等
の
数
」
と
い
う
。
）
が
２
以
上
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
地
方
税
法
第
3
1
4

条
の
２
第
２
項
第
１
号
に
定
め
る
金
額
に
当
該
給
与
所
得
者
等
の
数
か
ら
１
を
減
じ

た
数
に
1
0
万
円
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
加
え
た
金
額
）
を
超
え
な
い
世
帯
に
係
る
保

険
料
の
納
付
義
務
者
 

利
子
等
の
額
及
び
同
条
第
1
2
項
に
規
定
す
る
条
約
適
用
配
当
等
の
額
を
い
う
。
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
算
定
に
つ
い
て
も
同
様
と
す
る
。
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
同
じ
。
）
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
他
の
所
得
と
区
分
し
て
計
算
さ
れ
る
所

得
の

金
額

の
合

算
額

が
、

地
方

税
法

第
31
4
条

の
２

第
２

項
第

１
号

に
定

め
る

金
額

（
世
帯
主
並
び
に
当
該
世
帯
主
の
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
及
び
特
定
同
一
世
帯
所

属
者
（
次
号
及
び
第
３
号
に
お
い
て
「
世
帯
主
等
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
給
与
所
得

を
有
す
る
者
（
前
年
中
に
同
条
第
１
項
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
に
係
る
所
得
税
法

第
2
8
条
第
１
項
に
規
定
す
る
給
与
所
得
に
つ
い
て
同
条
第
３
項
に
規
定
す
る
給
与
所

得
控
除
額
の
控
除
を
受
け
た
者
（
同
条
第
１
項
に
規
定
す
る
給
与
等
の
収
入
金
額
が

5
5
万
円
を
超
え
る
者
に
限
る
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
数

及
び
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
を
有
す
る
者
（
前
年
中
に
地
方
税
法
第
3
1
4
条
の
２
第

１
項
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
に
係
る
所
得
税
法
第
3
5
条
第
３
項
に
規
定
す
る
公
的

年
金
等
に
係
る
所
得
に
つ
い
て
同
条
第
４
項
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
控
除
額
の
控

除
を
受
け
た
者
（
年
齢
6
5
歳
未
満
の
者
に
あ
つ
て
は
当
該
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額

が
6
0
万
円
を
超
え
る
者
に
限
り
、
年
齢
6
5
歳
以
上
の
者
に
あ
つ
て
は
当
該
公
的
年
金

等
の
収
入
金
額
が
11
0
万
円
を
超
え
る
者
に
限
る
。
）
を
い
い
、
給
与
所
得
を
有
す
る

者
を
除
く
。
）
の
数
の
合
計
数
（
以
下
こ
の
号
、
次
号
及
び
第
３
号
に
お
い
て
「
給

与
所
得
者
等
の
数
」
と
い
う
。
）
が
２
以
上
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
地
方
税
法
第
3
1
4

条
の
２
第
２
項
第
１
号
に
定
め
る
金
額
に
当
該
給
与
所
得
者
等
の
数
か
ら
１
を
減
じ

た
数
に
1
0
万
円
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
加
え
た
金
額
）
を
超
え
な
い
世
帯
に
係
る
保

険
料
の
納
付
義
務
者
 

ア
 
基
礎
賦
課
額
に
係
る
被
保
険
者
均
等
割
額
 
被
保
険
者
１
人
に
つ
い
て
 
３
万

3
,
1
1
0
円
 

ア
 
基
礎
賦
課
額
に
係
る
被
保
険
者
均
等
割
額
 
被
保
険
者
１
人
に
つ
い
て
 
３
万

4
,
3
7
0
円
 

イ
 
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
賦
課
額
に
係
る
被
保
険
者
均
等
割
額
 
被
保
険
者
１
人

に
つ
い
て
 
１
万
1,
7
6
0
円
 

イ
 
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
賦
課
額
に
係
る
被
保
険
者
均
等
割
額
 
被
保
険
者
１
人

に
つ
い
て
 
１
万
1,
5
5
0
円
 

ウ
 
介
護
納
付
金
賦
課
額
に
係
る
被
保
険
者
均
等
割
額
 
被
保
険
者
１
人
に
つ
い
て

１
万
1
,
6
2
0円

 

ウ
 
介
護
納
付
金
賦
課
額
に
係
る
被
保
険
者
均
等
割
額
 
被
保
険
者
１
人
に
つ
い
て

１
万
1
,
5
5
0円

 

(
２
)
 
前
号
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
他
の
所
得
と
区
分

(
２
)
 
前
号
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
他
の
所
得
と
区
分
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改
正
後
 

改
正
前
 

し
て
計
算
さ
れ
る
所
得
の
金
額
の
合
算
額
が
、
地
方
税
法
第
3
1
4
条
の
２
第
２
項
第
１

号
に
定
め
る
金
額
（
世
帯
主
等
の
う
ち
給
与
所
得
者
等
の
数
が
２
以
上
の
場
合
に
あ

つ
て
は
、
同
号
に
定
め
る
金
額
に
当
該
給
与
所
得
者
等
の
数
か
ら
１
を
減
じ
た
数
に

1
0
万
円
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
加
え
た
金
額
）
に
、
3
0
万
5,
0
0
0
円
に
当
該
年
度
の
保

険
料
賦
課
期
日
（
賦
課
期
日
後
に
保
険
料
の
納
付
義
務
が
発
生
し
た
場
合
に
は
そ
の

発
生
し
た
日
と
す
る
。
）
現
在
に
お
い
て
そ
の
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
の
数
と
特

定
同
一
世
帯
所
属
者
の
数
の
合
計
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
金
額
を
超
え
な

い
世
帯
に
係
る
保
険
料
の
納
付
義
務
者
で
あ
つ
て
前
号
に
該
当
す
る
以
外
の
者
 

し
て
計
算
さ
れ
る
所
得
の
金
額
の
合
算
額
が
、
地
方
税
法
第
3
1
4
条
の
２
第
２
項
第
１

号
に
定
め
る
金
額
（
世
帯
主
等
の
う
ち
給
与
所
得
者
等
の
数
が
２
以
上
の
場
合
に
あ

つ
て
は
、
同
号
に
定
め
る
金
額
に
当
該
給
与
所
得
者
等
の
数
か
ら
１
を
減
じ
た
数
に

1
0
万
円
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
加
え
た
金
額
）
に
、
2
9
万
5,
0
0
0
円
に
当
該
年
度
の
保

険
料
賦
課
期
日
（
賦
課
期
日
後
に
保
険
料
の
納
付
義
務
が
発
生
し
た
場
合
に
は
そ
の

発
生
し
た
日
と
す
る
。
）
現
在
に
お
い
て
そ
の
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
の
数
と
特

定
同
一
世
帯
所
属
者
の
数
の
合
計
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
金
額
を
超
え
な

い
世
帯
に
係
る
保
険
料
の
納
付
義
務
者
で
あ
つ
て
前
号
に
該
当
す
る
以
外
の
者
 

ア
 
基
礎
賦
課
額
に
係
る
被
保
険
者
均
等
割
額
 
被
保
険
者
１
人
に
つ
い
て
 
２
万

3
,
6
5
0
円
 

ア
 
基
礎
賦
課
額
に
係
る
被
保
険
者
均
等
割
額
 
被
保
険
者
１
人
に
つ
い
て
 
２
万

4
,
5
5
0
円
 

イ
 
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
賦
課
額
に
係
る
被
保
険
者
均
等
割
額
 
被
保
険
者
１
人

に
つ
い
て
 
8
,
4
0
0円

 

イ
 
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
賦
課
額
に
係
る
被
保
険
者
均
等
割
額
 
被
保
険
者
１
人

に
つ
い
て
 
8
,
2
5
0円

 

ウ
 
介
護
納
付
金
賦
課
額
に
係
る
被
保
険
者
均
等
割
額
 
被
保
険
者
１
人
に
つ
い
て

8
,
3
0
0
円
 

ウ
 
介
護
納
付
金
賦
課
額
に
係
る
被
保
険
者
均
等
割
額
 
被
保
険
者
１
人
に
つ
い
て

8
,
2
5
0
円
 

(
３
)
 
第
１
号
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
他
の
所
得
と
区

分
し
て
計
算
さ
れ
る
所
得
の
金
額
の
合
算
額
が
、
地
方
税
法
第
3
1
4
条
の
２
第
２
項
第

１
号
に
定
め
る
金
額
（
世
帯
主
等
の
う
ち
給
与
所
得
者
等
の
数
が
２
以
上
の
場
合
に

あ
つ
て
は
、
同
号
に
定
め
る
金
額
に
当
該
給
与
所
得
者
等
の
数
か
ら
１
を
減
じ
た
数

に
1
0
万
円
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
加
え
た
金
額
）
に
、
5
6
万
円
 
 
に
当
該
年
度
の

保
険
料
賦
課
期
日
（
賦
課
期
日
後
に
保
険
料
の
納
付
義
務
が
発
生
し
た
場
合
に
は
そ

の
発
生
し
た
日
と
す
る
。
）
現
在
に
お
い
て
そ
の
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
の
数
と

特
定
同
一
世
帯
所
属
者
の
数
の
合
計
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
金
額
を
超
え

な
い
世
帯
に
係
る
保
険
料
の
納
付
義
務
者
で
あ
つ
て
前
２
号
に
該
当
す
る
以
外
の
者
 

(
３
)
 
第
１
号
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
他
の
所
得
と
区

分
し
て
計
算
さ
れ
る
所
得
の
金
額
の
合
算
額
が
、
地
方
税
法
第
3
1
4
条
の
２
第
２
項
第

１
号
に
定
め
る
金
額
（
世
帯
主
等
の
う
ち
給
与
所
得
者
等
の
数
が
２
以
上
の
場
合
に

あ
つ
て
は
、
同
号
に
定
め
る
金
額
に
当
該
給
与
所
得
者
等
の
数
か
ら
１
を
減
じ
た
数

に
1
0
万
円
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
加
え
た
金
額
）
に
、
5
4万

5
,
0
0
0
円
に
当
該
年
度
の

保
険
料
賦
課
期
日
（
賦
課
期
日
後
に
保
険
料
の
納
付
義
務
が
発
生
し
た
場
合
に
は
そ

の
発
生
し
た
日
と
す
る
。
）
現
在
に
お
い
て
そ
の
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
の
数
と

特
定
同
一
世
帯
所
属
者
の
数
の
合
計
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
金
額
を
超
え

な
い
世
帯
に
係
る
保
険
料
の
納
付
義
務
者
で
あ
つ
て
前
２
号
に
該
当
す
る
以
外
の
者
 

ア
 

基
礎

賦
課

額
に

係
る

被
保

険
者

均
等

割
額

 
被

保
険

者
１

人
に

つ
い

て

9
,
4
6
0
円
 

ア
 

基
礎

賦
課

額
に

係
る

被
保

険
者

均
等

割
額

 
被

保
険

者
１

人
に

つ
い

て

9
,
8
2
0
円
 

イ
 
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
賦
課
額
に
係
る
被
保
険
者
均
等
割
額
 
被
保
険
者
１
人

に
つ
い
て
 
3
,
3
6
0円

 

イ
 
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
賦
課
額
に
係
る
被
保
険
者
均
等
割
額
 
被
保
険
者
１
人

に
つ
い
て
 
3
,
3
0
0円

 

ウ
 
介
護
納
付
金
賦
課
額
に
係
る
被
保
険
者
均
等
割
額
 
被
保
険
者
１
人
に
つ
い
て

ウ
 
介
護
納
付
金
賦
課
額
に
係
る
被
保
険
者
均
等
割
額
 
被
保
険
者
１
人
に
つ
い
て
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改
正
後
 

改
正
前
 

3
,
3
2
0
円
 

3
,
3
0
0
円
 

第
1
9
条
の
３
 
略
 

第
1
9
条
の
３
 
略
 

（
未
就
学
児
の
被
保
険
者
均
等
割
額
の
減
額
）
 

（
未
就
学
児
の
被
保
険
者
均
等
割
額
の
減
額
）
 

第
1
9
条
の
４
 
当
該
年
度
に
お
い
て
、
納
付
義
務
者
の
属
す
る
世
帯
に
６
歳
に
達
す
る
日

以
後
の
最
初
の
３
月
3
1
日
以
前
で
あ
る
被
保
険
者
（
以
下
「
未
就
学
児
」
と
い
う
。
）

が
あ

る
場

合
に

お
け

る
当

該
未

就
学

児
に

係
る

当
該

年
度

分
の

被
保

険
者

均
等

割
額

（
第
1
9
条
の
２
に
規
定
す
る
金
額
を
減
額
す
る
も
の
と
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の

減
額
後
の
被
保
険
者
均
等
割
額
）
は
、
当
該
被
保
険
者
均
等
割
額
か
ら
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
減
額
し
て
得
た
額
と
す
る
。

第
1
9
条
の
４
 
当
該
年
度
に
お
い
て
、
納
付
義
務
者
の
属
す
る
世
帯
に
６
歳
に
達
す
る
日

以
後
の
最
初
の
３
月
3
1
日
以
前
で
あ
る
被
保
険
者
（
以
下
「
未
就
学
児
」
と
い
う
。
）

が
あ

る
場

合
に

お
け

る
当

該
未

就
学

児
に

係
る

当
該

年
度

分
の

被
保

険
者

均
等

割
額

（
第
1
9
条
の
２
に
規
定
す
る
金
額
を
減
額
す
る
も
の
と
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の

減
額
後
の
被
保
険
者
均
等
割
額
）
は
、
当
該
被
保
険
者
均
等
割
額
か
ら
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
減
額
し
て
得
た
額
と
す
る
。

(
１

)
 

基
礎

賦
課

額
に

係
る

被
保

険
者

均
等

割
額

 
次

に
掲

げ
る

世
帯

の
区

分
に

応

じ
、
そ
れ
ぞ
れ
未
就
学
児
１
人
に
つ
い
て
次
に
定
め
る
額
 

(
１

)
 

基
礎

賦
課

額
に

係
る

被
保

険
者

均
等

割
額

 
次

に
掲

げ
る

世
帯

の
区

分
に

応

じ
、
そ
れ
ぞ
れ
未
就
学
児
１
人
に
つ
い
て
次
に
定
め
る
額
 

ア
 
第
1
9条

の
２
第
１
号
ア
に
規
定
す
る
金
額
を
減
額
し
た
世
帯
 
7,
0
9
5
円
 

ア
 
第
1
9条

の
２
第
１
号
ア
に
規
定
す
る
金
額
を
減
額
し
た
世
帯
 
7,
3
6
5
円
 

イ
 
第
1
9条

の
２
第
２
号
ア
に
規
定
す
る
金
額
を
減
額
し
た
世
帯
 
１
万
1
,
82
5
円
 

イ
 
第
1
9条

の
２
第
２
号
ア
に
規
定
す
る
金
額
を
減
額
し
た
世
帯
 
１
万
2
,
27
5
円
 

ウ
 
第
1
9条

の
２
第
３
号
ア
に
規
定
す
る
金
額
を
減
額
し
た
世
帯
 
１
万
8
,
92
0
円
 

ウ
 
第
1
9条

の
２
第
３
号
ア
に
規
定
す
る
金
額
を
減
額
し
た
世
帯
 
１
万
9
,
64
0
円
 

エ
 
ア
か
ら
ウ
ま
で
に
掲
げ
る
世
帯
以
外
の
世
帯
 
２
万
3
,
6
5
0
円
 

エ
 
ア
か
ら
ウ
ま
で
に
掲
げ
る
世
帯
以
外
の
世
帯
 
２
万
4
,
5
5
0
円
 

(
２
)
 
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
賦
課
額
に
係
る
被
保
険
者
均
等
割
額
 
次
に
掲
げ
る
世

帯
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
未
就
学
児
１
人
に
つ
い
て
次
に
定
め
る
額
 

(
２
)
 
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
賦
課
額
に
係
る
被
保
険
者
均
等
割
額
 
次
に
掲
げ
る
世

帯
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
未
就
学
児
１
人
に
つ
い
て
次
に
定
め
る
額
 

ア
 
第
1
9条

の
２
第
１
号
イ
に
規
定
す
る
金
額
を
減
額
し
た
世
帯
 
2,
5
2
0
円
 

ア
 
第
1
9条

の
２
第
１
号
イ
に
規
定
す
る
金
額
を
減
額
し
た
世
帯
 
2,
4
7
5
円
 

イ
 
第
1
9条

の
２
第
２
号
イ
に
規
定
す
る
金
額
を
減
額
し
た
世
帯
 
4,
2
0
0
円
 

イ
 
第
1
9条

の
２
第
２
号
イ
に
規
定
す
る
金
額
を
減
額
し
た
世
帯
 
4,
1
2
5
円
 

ウ
 
第
1
9条

の
２
第
３
号
イ
に
規
定
す
る
金
額
を
減
額
し
た
世
帯
 
6,
7
2
0
円
 

ウ
 
第
1
9条

の
２
第
３
号
イ
に
規
定
す
る
金
額
を
減
額
し
た
世
帯
 
6,
6
0
0
円
 

エ
 
ア
か
ら
ウ
ま
で
に
掲
げ
る
世
帯
以
外
の
世
帯
 
8
,
40
0
円
 

エ
 
ア
か
ら
ウ
ま
で
に
掲
げ
る
世
帯
以
外
の
世
帯
 
8
,
25
0
円
 

第
1
9
条
の
５
～
第
29
条
 
略
 

 

第
1
9
条
の
５
～
第
29
条
 
略
 
 

 

付
 
則
 

付
 
則
 

第
１
条
～
第
1
0
条
 
略
 
 

 

第
１
条
～
第
1
0
条
 
略
 
 

付
 
則
（
令
和
７
年
 
月
 
日
東
京
都
板
橋
区
条
例
第
 
号
）
 

 

（
施
行
期
日
）
 

 

70105014
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改
正
後
 

改
正
前
 

１
 
こ
の
条
例
は
、
令
和
７
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

 

（
経
過
措
置
）
 

 

２
 
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
第
1
5
条
の
４
、
第
1
5
条
の
８
、
第
1
5
条
の
1
2
、
第
1
5
条

の
1
6
、
第
1
6
条
の
４
、
第
1
9
条
の
２
及
び
第
1
9
条
の
４
の
規
定
は
、
令
和
７
年
度
以
後

の
年
度
分
の
保
険
料
に
つ
い
て
適
用
し
、
令
和
６
年
度
以
前
の
年
度
分
の
保
険
料
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
 

 

 
 

 

70105014
テキストボックス
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１　国民健康保険料について

    国民健康保険料は、３つの保険料から構成されています。

（１）基礎賦課額保険料（医療分）

　　　医療費などに充てるための保険料。

（２）後期高齢者支援金等賦課額保険料（支援金分）

　　　後期高齢者(主に75歳以上)の方の医療費の一部を負担するための保険料。

（３）介護納付金賦課額保険料（介護分）

　　　介護保険第2号被保険者（40歳から64歳まで）としての保険料。

２　国民健康保険事業費納付金について

【参考】板橋区が東京都に納める令和７年度の国保事業費納付金について

３　特別区統一保険料について

    東京都は、医療給付費等の見込を立てたうえで、公費等の拠出で賄われる部分を除いた
　額を、国保事業費納付金の総額とし、各区市町村の年齢構成の差異を調整後の医療費水準
　と所得水準を反映して、各区市町村の国保事業費納付金の額を決定します。

　  東京都は、国保事業に要する費用に充てるため、年度ごとに各区市町村から国保事業費
　納付金を徴収します。

(▲8.32%) (2.51%) (▲1.58%) (▲5.44%)

前年度比

区分

令和７年度

令和６年度

医療分 支援金分 介護分 合計

11,982,697,996 円 4,161,565,917 円 1,383,057,185 円 17,527,321,098 円

13,069,844,663 円 4,059,808,840 円 1,405,273,392 円 18,534,926,895 円

▲ 1,087,146,667 円 101,757,077 円 ▲ 22,216,207 円 ▲ 1,007,605,797 円

国民健康保険料の算定のしくみ

　　特別区の区域内では、同一所得、同一世帯構成であれば、同一の保険料となるよう、基
　準となる保険料率を共通基準として策定し、各区が条例で定める保険料率をこれに一致さ
　せて運用していく、統一保険料方式を行っています。

　　各区市町村は、国保事業費納付金を納付するために必要な保険料率を決定します。
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４　令和７年度国民健康保険料率の算出方法について

（１）基礎賦課額保険料（医療分）

全区市町村に按分

 【参考】特別区統一保険料に基づく板橋区の令和７年度分保険料試算額（基礎分） 95億5千万円

【各区市町村】 【特別区】

東京都
納付金総額

特別区
納付金合計額

板橋区
〇〇区

（２３区分）

特別区の
納付金総額

（≒特別区全体の賦課総額）

　　①　都が算出した各区の納付金総額を合算して、特別区の納付金総額をベースに保険料
      額を算定します。

【東京都】

2,079億円

○○市

○○町 ※実際の賦課総額は、納
付金額に各区の保健事業
費等を加算し、特別交付
金見込等を減算します。

○○村

（３９市町村）

1.0％の
減額
措置

特別区の
激変緩和措置後

の
保険料賦課総額

21億円

本来の
賦課

総額の
99.0％

減額した1.0％分

　　②　特別区における激変緩和措置として、本来の納付金総額から1.0％減じる措置を
　　　行います。

特別区全体の
本来の

納付金総額 ⇒各区が一般会計から
繰入金で負担します。

2,079億円 2,058億円

　　③　保健事業や任意給付等は、各区市町村で差があるため、納付金に含まれていませ
　　　ん。このため、特別交付金等推計可能な交付支援を減算し、保健事業費を加算して、
　　　調整します。

特別区の
激変緩和措置後の
保険料納付金総額

特別区の
加算減算後の

保険料賦課総額

＋
加算項目

（保健事業等）
－

減算項目
（特別交付金等）

≒

804億円 169万9千人

2,058億円 71億円 216億円 1,914億円

【特別区統一保険料】

特別区
所得割総額
（58％）

÷
特別区の

総所得金額
≒

所得割率
7.71％

特別区の
加算減算後の

保険料賦課総額

特別区
賦課
基準
割合

58：42

1,110億円 1兆4,414億円

特別区
均等割総額
（42％）

÷
特別区の

被保険者数
≒

均等割額
47,300円

1,914億円

　　④　激変緩和後の賦課総額から、特別区の基準賦課割合を用いて、保険料を算定しま
　　　す。
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（２）後期高齢者支援金等賦課額保険料（支援金分）

全区市町村に按分

 【参考】特別区統一保険料に基づく板橋区の令和７年度分保険料試算額（支援金分） 34億2千万円

特別区全体の
本来の

納付金総額

733億円 726億円

7億円

特別区の
激変緩和措置後の
保険料納付金総額

均等割額
16,800円

394億円

≒

≒

特別区の
加算減算後の

保険料賦課総額

680億円

特別区
賦課
基準
割合

58：42 特別区
均等割総額
（42％）

特別区
所得割総額
（58％）

　　④　激変緩和後の賦課総額から、特別区の基準賦課割合を用いて、保険料を算定しま
　　　す。

○○村

（３９市町村）

1.0％の
減額
措置

減額した1.0％分本来の
賦課

総額の
99.0％

680億円

特別区の
加算減算後の

保険料賦課総額

　　③　保健事業や任意給付等は、各区市町村で差があるため、納付金に含まれていませ
　　　ん。このため、特別交付金等推計可能な交付支援を減算し、保健事業費を加算して、
　　　調整します。

　　②　特別区における激変緩和措置として、本来の納付金総額から1.0％減じる措置を
　　　行います。

⇒各区が一般会計から
繰入金で負担します。

＋ － ≒

特別区の
激変緩和措置後の
保険料納付金総額

減算項目
（特別交付金等）

726億円 0億円 46億円

加算項目
（保健事業等）

特別区
納付金合計額

板橋区
〇〇区

（２３区分）

【各区市町村】

○○市

○○町 ※実際の賦課総額は、納
付金額に各区の保健事業
費等を加算し、特別交付
金見込等を減算します。

【特別区】【東京都】

733億円

　　①　都が算出した各区の納付金総額を合算して、特別区の納付金総額をベースに保険料
　　　額を算定します。

特別区の
納付金総額

（≒特別区全体の賦課総額）

東京都
納付金総額

【特別区統一保険料】

286億円

1兆4,678億円

169万9千人

÷

÷

特別区の
総所得金額

特別区の
被保険者数

所得割率
2.69％
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（３）介護納付金賦課額保険料（介護分）

全区市町村に按分

　　（エ）激変緩和後の賦課総額から、特別区の基準賦課割合を用いて、均等割額を算定し
　　　　ます。

263億円 261億円

特別区
所得割総額
（58％）

÷
特別区の

総所得金額
≒

所得割率
2.25％

加算項目
（保健事業等）

－
減算項目

（特別交付金等）
≒

261億円 0億円 15億円 246億円

【特別区統一保険料】

103億円 62万1千人

≒
均等割額
16,600円

　　（ウ）保健事業や任意給付等は、各区市町村で差があるため、納付金に含まれていませ
　　　　ん。このため、特別交付金等推計可能な交付支援を減算し、保健事業費を加算し
　　　　て、調整します。

特別区の
激変緩和措置後の
保険料納付金総額

特別区の
加算減算後の

保険料賦課総額

＋

2億円

本来の
賦課

総額の
99.0％

減額した1.0％分

⇒各区が一般会
計から繰入金で
負担する。

【特別区】

東京都
納付金総額

特別区
納付金合計額

板橋区
〇〇区

（２３区分）

特別区の
納付金総額

（≒特別区全体の賦課総額）

263億円

特別区の
加算減算後の

保険料賦課総額

特別区
賦課
基準
割合

58：42

142億円 6,341億円

特別区
均等割総額
（42％）

÷
特別区の
被保者数

246億円

○○市

○○町

　（イ）特別区における激変緩和措置として、本来の納付金総額から1.0％減じる措置を行
　　　います。

特別区全体の
本来の

納付金総額

※実際の賦課総額は、納
付金額に各区の保健事業
費等を加算し、特別交付
金見込等を減算します。

○○村

（３９市町村）

1.0％の
減額
措置

特別区の
激変緩和措置後の
保険料納付金総額

【東京都】 【各区市町村】

　　（ア）都が算出した各区の納付金総額を合算して、特別区の納付金総額をベースに保険
　　　　料額を算定します。

　　①　均等割額

　　　介護分については、均等割額のみ特別区統一保険料とし、所得割率は、各区独自で
　　算出した率となります。
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　②　所得割率

全区市町村に按分

 【参考】特別区統一保険料に基づく板橋区の令和７年度分保険料試算額（介護分） 11億4千万円

　　（イ）特別区における激変緩和措置として、本来の納付金額から1.0％減じる措置を
　　　　行います。

【板橋区】

板橋区
（介護分算定用）

総所得金額

320.77億円

　　（エ）板橋区の加算減算後の保険料賦課総額から、均等割総額を引き、所得割総額を求
　　　　め、所得割総額を板橋区の総所得金額で割り、所得割率を算定します。

【板橋区独自の保険料率】

板橋区の
納付金額

板橋区の
激変緩和措置後の
保険料賦課総額

板橋区の
加算減算後の

保険料賦課総額

板橋区の
加算減算後の

保険料賦課総額

13.69億円 0億円 0.75億円 12.94億円

特別区
納付金合計額

板橋区
〇〇区

（２３区分）

13.83億円

○○市

○○町

○○村

（３９市町村）

板橋区の
納付金額

東京都
納付金総額

＋
加算項目

（保健事業等）
－

減算項目
（特別交付金等）

　　（ア）介護分の所得割率については、各区独自で算出することになっているため、
　　　　板橋区の介護納付金額から算出します。

【東京都】 【各区市町村】

　　（ウ）保健事業や任意給付等は、各区市町村で差があるため、納付金に含まれていませ
　　　　ん。このため、特別交付金等推計可能な交付支援を減算し、保健事業費を加算し
　　　　て、調整します。

≒

1.0％の
減額
措置

0.14億円

減額した1.0％分

13.83億円 13.69億円

⇒各区が一般会計から
繰入金で負担します。

本来の
賦課

総額の
99.0％

板橋区の
激変緩和措置後の
保険料賦課総額

介護分
所得割率
2.22％

板橋区の
介護分

所得割総額

7.14億円

÷ ≒

12.94億円

均等割額
16,600円

－
板橋区の

２号被保険者数
× ≒

板橋区の
介護分

所得割総額

7.14億円34,961人
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１　基礎分・支援分

基礎分 支援金分 7.71% 2.69% 8.40% 2.94% 8.69% 2.80% 7.17% 2.42% 7.16% 2.28%

基礎分 支援金分 47,300円 16,800円 51,385円 17,729円 49,100円 16,500円 45,000円 15,100円 42,100円 13,200円

基礎分 支援金分 66万円 26万円 66万円 26万円 65万円 24万円 65万円 22万円 65万円 20万円

基礎分 支援金分 基礎分 支援金分 基礎分 支援金分 基礎分 支援金分 基礎分 支援金分

33,110円 11,760円 35,970円 12,411円 34,370円 11,550円 31,500円 10,570円 29,470円 9,240円

23,650円 8,400円 25,693円 8,865円 24,550円 8,250円 22,500円 7,550円 21,050円 6,600円

9,460円 3,360円 10,277円 3,546円 9,820円 3,300円 9,000円 3,020円 8,420円 2,640円

基礎分 支援金分 基礎分 支援金分 基礎分 支援金分 基礎分 支援金分 基礎分 支援金分

7,095円 2,520円 7,707円 2,659円 7,365円 2,475円 6,750円 2,265円 6,315円 1,980円

11,825円 4,200円 12,846円 4,432円 12,275円 4,125円 11,250円 3,775円 10,525円 3,300円

18,920円 6,720円 20,554円 7,091円 19,640円 6,600円 18,000円 6,040円 16,840円 5,280円

23,650円 8,400円 25,692円 8,864円 24,550円 8,250円 22,500円 7,550円 21,050円 6,600円

基礎分 支援金分 91,344円 32,744円 101,430円 35,279円 98,694円 32,802円 89,314円 30,351円 83,749円 26,145円

２　介護分

板橋区国保における保険料率等の推移

令和６年度
令和７年度

標準保険料率（板橋区）
令和５年度 令和４年度令和７年度

賦課割合
56:4455:45 56:44

基礎分　   55:45
支援金分   56:44

55:45
（所得割：均等割）

保険料率等

所得割率 11.49%11.34% 9.59% 9.44%

賦課限度額 89万円92万円 87万円 85万円92万円

均等割額 65,600円69,114円 60,100円 55,300円64,100円

10.40%

低所得者の
均等割額の
減ずる額

７割軽減

５割軽減

２割軽減

７・５・２割減額以外世帯

１人当たり保険料 131,496円136,709円 119,665円 109,894円124,088円

未就学児の
均等割額
（減額後）

７割軽減世帯

５割軽減世帯

２割軽減世帯

令和６年度
令和７年度

標準保険料率（板橋区）
令和５年度 令和４年度令和７年度

賦課割合
55：4555:45 56：44 56：4455:45

（所得割：均等割）

保険料率等

所得割 2.28%2.39% 2.16%

均等割 16,500円17,431円 16,200円 16,600円16,600円

2.43%2.22%

賦課限度額 17万円17万円 17万円 17万円17万円

11,620円

５割軽減 8,250円8,716円 8,100円 8,300円8,300円

　平成30年度から、高額療養費、特定健康診査・保健指導の賦課総額への算入率は100％となった。
　平成29年度区長会において、賦課総額のベースとなる納付金を平成30年度は94％として算定し、以後、６年間の激変緩
和措置期間を目処に、この割合を年１％ずつ引き上げること計画を定めた。
　このため、令和３年度は本来なら納付金の9７％を賦課総額として算定するはずであったが、新型コロナウイルス感染症
の影響により計画通りにいかず、令和２年度と同率の96%を賦課総額として算定した。
　 新型コロナウイルス感染症拡大等の特殊な状況を鑑み、被保険者の負担を軽減するため、令和３年度は賦課総額に組
み入れる納付金の割合を前年度同率の96％に据え置いた。令和４年度は特に影響が大きい基礎賦課額を、納付金の
92.3％とし、後期高齢者支援金等賦課額及び介護納付金賦課額については納付金の97.3％をそれぞれ保険料に反映し
た。令和５年度は基礎賦課額を納付金の90.3％とし、後期高齢者支援金等賦課額及び介護納付金賦課額については納
付金の97.3％をそれぞれ保険料に反映した。
　令和６年度は納付金を当初計画の100％には引き上げず、新型コロナウイルス感染症の影響と考えられる医療費増分及
び財政安定化基金取崩額（償還分）を反映させた。これに伴い、基礎賦課額を納付金の93.5％とし、後期高齢者支援金
等賦課額及び介護納付金賦課額については納付金の98％をそれぞれ保険料に反映した。
　令和７年度は、新型コロナウイルス感染症拡大等の特殊な要因により、当初計画通りに進まなかった激変緩和措置期間
を、令和６年2月に２年間延長させる変更を行ったことを踏まえ、基礎分、後期高齢者支援金等分及び介護納付金分の賦
課額について、変更後の計画通り、納付金の99％をそれぞれ保険料に反映した。

3,320円3,320円

１人当たり保険料 32,458円34,686円 32,215円 33,157円32,648円

低所得者の
均等割額の
減ずる額

７割軽減 11,550円12,202円 11,340円 11,620円

２割軽減 3,300円3,487円 3,240円
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１　被保険者数と医療費（療養諸費）の推移
　

区　　分
令和元年度

(平成31年度)
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

被保険者数
　　　　　　　　　（単位：人） 123,934 119,706 115,363 111,624 108,040

医療費
（療養諸費費用額）
　　　　　　（単位：百万円）

42,184 39,680 42,135 41,491 40,186

医療費
（療養諸費保険者負担額）
　　　　　　（単位：百万円）

30,794 29,051 30,892 30,382 29,344

　 ※１　決算ベース
※２　療養諸費＝療養給付費＋療養費（審査支払手数料を除く）

２　一人当たりの医療費（保険者負担額）の推移

区　　分
令和元年度

(平成31年度)
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

医療費保険者負担額
（一人当たり） 248,470 242,687 267,779 272,183 271,600

（増減率） 2.9% △2.3% 10.3% 1.6% △0.2%

　 ※１　決算ベース

123,934

119,706

115,363

111,624

108,040

100,000
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110,000

115,000

120,000

125,000

130,000

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

令和元年度

(平成31年度)

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

被保険者数と医療費（療養諸費）の推移

医療費

（療養諸費費用額）

（単位：百万円）

医療費

（療養諸費保険者負担額）

（単位：百万円）

被保険者数

（単位：人）

△4.0%

△2.0%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

225,000

230,000

235,000

240,000

245,000

250,000

255,000

260,000

265,000

270,000

275,000

令和元年度

(平成31年度)

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

一人当たり医療費（保険者負担額）の推移

医療費保険者負担額

（一人当たり）

（増減率）
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帯
の
収
入
上
限
で
あ
る
。
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令
和
７
年
度
収
入
別
・
世
帯
構
成
別
保
険
料
試
算

基
礎
分

支
援
金
分

介
護
分

計
基
礎
分

支
援
金
分

介
護
分

計

7
.
7
1
%

2
.
6
9
%

2
.
2
2
%

1
2
.
6
2
%

8
.
6
9
%

2
.
8
0
%

2
.
2
8
%

1
3
.
7
7
%

4
7
,
3
0
0
円

1
6
,
8
0
0
円

1
6
,
6
0
0
円

8
0
,
7
0
0
円

4
9
,
1
0
0
円

1
6
,
5
0
0
円

1
6
,
5
0
0
円

8
2
,
1
0
0
円

6
6
0
,
0
0
0
円

2
6
0
,
0
0
0
円

1
7
0
,
0
0
0
円
1
,
0
9
0
,
0
0
0
円

6
5
0
,
0
0
0
円

2
4
0
,
0
0
0
円

1
7
0
,
0
0
0
円

1
,
0
6
0
,
0
0
0
円

㋐
給
与
所
得
者
（
6
5
歳
未
満
）
2
人
世
帯
　
〔
世
帯
主
（
4
0
歳
）
＋
配
偶
者
（
4
0
歳
・
収
入
な
し
）
〕

※
9
8
万
円

1
0
0
万
円

2
0
0
万
円

3
0
0
万
円

4
0
0
万
円

5
0
0
万
円

6
0
0
万
円

7
0
0
万
円

8
0
0
万
円

9
0
0
万
円

4
9
,
2
6
0
円

8
4
,
8
5
4
円

2
5
3
,
9
1
3
円

3
8
3
,
1
4
3
円

4
8
5
,
0
4
1
円

5
9
5
,
2
0
1
円

7
0
5
,
3
6
1
円

8
2
1
,
0
2
9
円

9
4
4
,
9
5
9
円

1
,
0
3
8
,
3
6
0
円

（
Ｂ
）
７
年
度
保
険
料
(
医
療
＋
支
援
＋
介
護
)

4
8
,
4
2
0
円

8
3
,
2
2
4
円

2
4
1
,
4
3
8
円

3
6
2
,
0
5
8
円

4
5
5
,
4
4
6
円

5
5
6
,
4
0
6
円

6
5
7
,
3
6
6
円

7
6
3
,
3
7
4
円

8
7
6
,
9
5
4
円

9
8
6
,
6
8
0
円

６
年
度
保
険
料
と
の
比
較
（
（
Ｂ
）
－
（
Ａ
）
）

-
8
4
0
円

-
1
,
6
3
0
円

-
1
2
,
4
7
5
円

-
2
1
,
0
8
5
円

-
2
9
,
5
9
5
円

-
3
8
,
7
9
5
円

-
4
7
,
9
9
5
円

-
5
7
,
6
5
5
円

-
6
8
,
0
0
5
円

-
5
1
,
6
8
0
円

対
前
年
度
比
（
（
Ｂ
）
／
（
Ａ
）
）

0
.
9
8
3

0
.
9
8
1

0
.
9
5
1

0
.
9
4
5

0
.
9
3
9

0
.
9
3
5

0
.
9
3
2

0
.
9
3
0

0
.
9
2
8

0
.
9
5
0

㋑
給
与
所
得
者
（
6
5
歳
未
満
）
3
人
世
帯
　
〔
世
帯
主
（
4
0
歳
）
＋
配
偶
者
（
4
0
歳
・
収
入
な
し
）
＋
子
（
5
歳
・
収
入
な
し
）
〕

※
9
8
万
円

1
0
0
万
円

2
0
0
万
円

3
0
0
万
円

4
0
0
万
円

5
0
0
万
円

6
0
0
万
円

7
0
0
万
円

8
0
0
万
円

9
0
0
万
円

5
9
,
1
0
0
円

1
0
1
,
2
5
4
円

2
8
0
,
1
5
3
円

3
7
6
,
5
4
3
円

5
1
7
,
8
4
1
円

6
2
8
,
0
0
1
円

7
3
8
,
1
6
1
円

8
5
3
,
8
2
9
円

9
7
7
,
7
5
9
円

1
,
0
4
5
,
2
1
0
円

（
Ｂ
）
７
年
度
保
険
料
(
医
療
＋
支
援
＋
介
護
)

5
8
,
0
3
5
円

9
9
,
2
4
9
円

2
0
9
,
0
4
3
円

3
5
5
,
4
1
8
円

4
8
7
,
4
9
6
円

5
8
8
,
4
5
6
円

6
8
9
,
4
1
6
円

7
9
5
,
4
2
4
円

9
0
9
,
0
0
4
円

1
,
0
1
3
,
5
3
0
円

６
年
度
保
険
料
と
の
比
較
（
（
Ｂ
）
－
（
Ａ
）
）

-
1
,
0
6
5
円

-
2
,
0
0
5
円

-
7
1
,
1
1
0
円

-
2
1
,
1
2
5
円

-
3
0
,
3
4
5
円

-
3
9
,
5
4
5
円

-
4
8
,
7
4
5
円

-
5
8
,
4
0
5
円

-
6
8
,
7
5
5
円

-
3
1
,
6
8
0
円

対
前
年
度
比
（
（
Ｂ
）
／
（
Ａ
）
）

0
.
9
8
2

0
.
9
8
0

0
.
7
4
6

0
.
9
4
4

0
.
9
4
1

0
.
9
3
7

0
.
9
3
4

0
.
9
3
2

0
.
9
3
0

0
.
9
7
0

㋒
給
与
所
得
者
（
6
5
歳
未
満
）
4
人
世
帯
　
〔
世
帯
主
（
4
0
歳
）
＋
配
偶
者
（
4
0
歳
・
収
入
な
し
）
＋
子
（
5
歳
・
収
入
な
し
）
＋
子
（
1
歳
・
収
入
な
し
）
〕

※
9
8
万
円

1
0
0
万
円

2
0
0
万
円

3
0
0
万
円

4
0
0
万
円

5
0
0
万
円

6
0
0
万
円

7
0
0
万
円

8
0
0
万
円

9
0
0
万
円

6
8
,
9
4
0
円

1
1
7
,
6
5
4
円

2
3
7
,
4
5
3
円

4
0
2
,
7
8
3
円

5
5
0
,
6
4
1
円

6
6
0
,
8
0
1
円

7
7
0
,
9
6
1
円

8
8
6
,
6
2
9
円

1
,
0
1
0
,
5
5
9
円

1
,
0
5
3
,
4
6
0
円

（
Ｂ
）
７
年
度
保
険
料
(
医
療
＋
支
援
＋
介
護
)

6
7
,
6
5
0
円

1
1
5
,
2
7
4
円

2
2
5
,
0
6
8
円

3
8
1
,
0
5
8
円

5
1
9
,
5
4
6
円

6
2
0
,
5
0
6
円

7
2
1
,
4
6
6
円

8
2
7
,
4
7
4
円

9
4
1
,
0
5
4
円

1
,
0
4
5
,
5
8
0
円

６
年
度
保
険
料
と
の
比
較
（
（
Ｂ
）
－
（
Ａ
）
）

-
1
,
2
9
0
円

-
2
,
3
8
0
円

-
1
2
,
3
8
5
円

-
2
1
,
7
2
5
円

-
3
1
,
0
9
5
円

-
4
0
,
2
9
5
円

-
4
9
,
4
9
5
円

-
5
9
,
1
5
5
円

-
6
9
,
5
0
5
円

-
7
,
8
8
0
円

対
前
年
度
比
（
（
Ｂ
）
／
（
Ａ
）
）

0
.
9
8
1

0
.
9
8
0

0
.
9
4
8

0
.
9
4
6

0
.
9
4
4

0
.
9
3
9

0
.
9
3
6

0
.
9
3
3

0
.
9
3
1

0
.
9
9
3

令 和 ７ 年 度

年
収

（
Ａ
）
令
和
６
年
度
基
準
保
険
料
(
医
療
＋
支
援
＋
介
護
)

令 和 ７ 年 度

所
得
割
率

年
収

（
Ａ
）
令
和
６
年
度
基
準
保
険
料
(
医
療
＋
支
援
＋
介
護
)

年
収

（
Ａ
）
令
和
６
年
度
基
準
保
険
料
(
医
療
＋
支
援
＋
介
護
)

令 和 ７ 年 度

保
険
料
率
等

令
和
７
年
度

令
和
６
年
度

賦
課
限
度
額

均
等
割
額

※
年
金
収
入
15
3 万
円
及
び
給
与
収
入
98
万
円

は
、
均
等
割
の
み
世
帯
の
収
入
上
限
で
あ
る
。
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